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はじめに 

本寄書は、１．１０４MHzを超える周波数を使用する伝送方式が JJ100.01第３版 G章
に規定されている PSD マスクを満たさない PSD を使用する場合の保護判定基準値の一
例を参考に提示するものである。 
具体的には、１．１０４MHz以下の周波数を使用するＡＤＳＬ方式の保護判定基準値の
算出と同様の方法でＧ．９９２．１ＡｎｎｅｘＩの伝送性能値を算出した。 

 
１．Ｇ．９９２．１ＡｎｎｅｘＩに対する保護判定基準値 
図１は、干渉源がＴＣＭ－ＩＳＤＮである場合とＧ．９９２．１ＡｎｎｅｘＩ自身であ

る場合のＧ．９９２．１ＡｎｎｅｘＩの伝送性能値である。 

ＴＣＭ－ＩＳＤＮに関しては、Ｇ．９９２．１ＡｎｎｅｘＩの伝送帯域総てにおいて干

渉源となる場合とＴＣＭ－ＩＳＤＮの信号帯域以外を帯域制限した場合について算出し

た。理由は、新たに導入される伝送方式のスペクトル適合性を判断する際に、既存シス

テムの不要波の影響をも含めた保護判定基準値を適用することに疑問があるからである。 
 
２．Ｇ．９９２．１ＡｎｎｅｘＡ、ＡｎｎｅｘＣに対する保護判定基準値 

前項と同様な理由で、ＴＣＭ－ＩＳＤＮの信号帯域以外を帯域制限した場合のＧ．９９

２．１ＡｎｎｅｘＡ、ＡｎｎｅｘＣに対する保護判定基準値を図２、図３に示す。 

 

考察 

１）ＴＣＭ－ＩＳＤＮの不要波の影響を含めずに算出したＧ．９９２．１ＡｎｎｅｘＡ、

ＡｎｎｅｘＣ、ＡｎｎｅｘＩの伝送性能値は自己干渉の場合の伝送性能値と同等か

それより高い。 

２）ＴＣＭ－ＩＳＤＮの不要波を６４０ｋHz 以下に帯域制限した場合、Annex A、
Annex C の保護判定基準値は換算線路長１～３ｋｍで現行の保護判定基準値より
１，０００～３，０００ｋｂｐｓ高くなる。 

 

以上 
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 図１ G.992.1AnnexI の保護判定基準値例 
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 図 2 G.992.1AnnexA の保護判定基準値例 
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 図 3 G.992.1AnnexC の保護判定基準値例 

 


